
委任状

（あて先）岐阜市福祉事務所長　
　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　
　　　　　
委任者住所　　　　　　　　　　　　　　　 　　
                                 　          
委任者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　 　　
　　　　　　 　※委任者氏名は、自署又は記名押印をしてください。

最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について、下記の者を代理人に定めて、下記の事項を委任します。

１．代理人
代理人住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代理人氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
委任者との関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．委任事項　該当するものに☑をいれてください。
  　追加給付の支給対象であるかの確認
  申出書等の作成・提出及び修正

３．委任状に必要となる書類　
・必ず必要となる書類
（１）委任者の本人確認書類※の写し（コピー） 
（２）代理人の本人確認書類※の写し（コピー） 
※マイナンバーカード（表面）、運転免許証、在留カード等の住所・氏名が確認できる部分
・以下のいずれかの書類
（３）委任者との関係を証する書類
①世帯員及び親族：戸籍謄本（写し（コピー）可）
※委任者と代理人が「同一世帯の世帯員」である場合は、①の書類は不要です。
[bookmark: _Hlk232587144]②法定代理人　　：成年後見登記制度に基づく登記事項証明書等の写し（コピー）
③施設等の職員　：職員であることが分かる書類等　　
